
令和６年１月１９日 

 

お 知 ら せ 
 

 

 

 

 

令和６年能登半島地震の被災地に県職員を派遣します 

 

国土交通省を通じて、能登半島地震で被災した石川県七尾市から要請があり、次のとお

り県職員を派遣することとしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 派遣概要 

（１）派遣期間  令和６年１月２１日（日）から１月２９日（月）まで 

※２１日（日）と２９日（月）は移動日 

（２）派遣人数  ２名（事務職員） 

（３）派 遣 先  石川県七尾市 

（４）活動内容  賃貸型応急住宅の申込み受付業務 等 

 

２ 出発式 

（１）日  時  令和６年１月２１日（日）９：００～９：１０ 

（２）場  所  土木部長室 

（３）出 席 者  土木部長、派遣職員（２名） 

 

 

《参考》賃貸型応急住宅 

賃貸型応急住宅とは、災害救助法に基づき、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、

民間賃貸住宅を活用して提供する応急仮設住宅（いわゆる「みなし仮設」と呼ばれるもの）。 
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